
 

 
 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 ２ 月 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録  

 
 

 日 時  令和５年２月２４日（金󠄀）午前１０時００分～午前１１時３０分     
 

 

場 所 

 

扶桑町役場 
 

 

出席者 

 

教育長       澤木貴美子 

 

 

生涯学習課長         仙田剛宏 

教育長職務代理者  松山信雄  学校教育担当主幹兼指導主事                

教育委員      千田まち子                寺谷裕良 

     教育委員      江口夏世 学校教育課主幹           堀場葉子 

教育委員      千田正仁 学校教育指導員          大澤外美 

 教育次長兼学校教育課長           

          志津野郁    

         
 

 
   

 

 

 

議 題 

 

 

及 び 

 

 

結 果 

 

２ 協議事項 

 

 

 (１)令和５年度定期人事異動内申（案󠄀）について          承認 

     (２)令和４年度２月要・準要保護児童生徒の認定について      承認 

   (３)令和５年３月補正予算について                承認 

     (４)令和５年度予算の重点施策について              承認 

   (５)後援依頼について                      承認 

  (６)当面の諸課題について  

 

 ３ 連絡事項  

  （１）指定外就学について  

  （２）行事予定表について 

  

４ その他  

  

  

 

 
 

                                        



 

 

 

 

令和５年２月定例教育委員会会議録 

 

日時 令和５年２月２４日（金󠄀） 

                                                   午前１０時００分 

場所 扶桑町役場 

１ あいさつ 

 

２ 協議事項   

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育長 

 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

教育長 

 

 

 

 

指導主事 

 

教育次長 

 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

（１）令和５年度定期人事異動内申（案󠄀）についてお願いします。 

 去る２月２１日丹葉事務協幹事会において示されました令和５年度定

期人事異動内申（案󠄀）につきまして、教育委員の皆様にはそれぞれ資料を

お渡ししております。それに基づき教育委員会でお認めをいただきます。

ただ今から資料の令和５年度定期人事異動内申（案󠄀）のご説明をさせてい

ただきます。［資料から各学校の人事と国や県の人事動向について説明］

以上です。 

この定期人事異動内申（案󠄀）につきまして、ご承認いただけますでしょ

うか。 

 はい。 

 ただ今、ご承認いただきましたので、扶桑町教育委員会としましてはこ

の案󠄀を承認するということで、県へ提出していきます。先生方への内示に

つきましては３月１７日ですので、教育委員の皆様にはご配慮お願いしま

す。なおこの資料につきましては内申（案󠄀）ですので、回収させていただ

きます。 

それでは（２）令和４年度２月要・準要保護児童生徒の認定についてお

願いします。 

別紙１をご覧ください。２月申請分の準要保護児童生徒８名の名簿で

す。認定要件区分につきましては、記載の通りです。これによりまして、

先月までの人数に申請分を加えますと、児童１２４名、生徒７９名、合計

２０３名になります。認定よろしくお願いします。 

認定につきまして、ご質問等よろしかったでしょうか。ないようですの

でこの件つきまして、ご承認いただけますでしょうか。 

はい。 



指導主事 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 次に（３）令和５年３月補正予算についてお願いします。 

それでは別紙２「令和５年３月定例会補正予算にかかる説明資料」をご

覧ください。私からは学校教育課より提出した補正予算について、説明さ

せていただきます。 

全て歳出についてです。款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費、

教育委員会事務局一般事務費、節１１役務費、通信運搬費の郵便料です。

こちらは令和４年度「扶桑町奨学金󠄀返還支援助成交付金󠄀」を新型コロナウ

イルス感染症の個人向け支援施策として行っております。これに係る郵便

料を実績に合わせ補正をします。３０千円郵便料を予定していましたが、

実績に合わせ８千円とし、２２千円の減額となります。   

同じく、節１１役務費、手数料、ＰＣＲ検査手数料です。こちらにつき

ましても学級閉鎖等の措置を取った場合、学級に関わった教職員、職場で

クラスターが発生した時に関わった職員、会計年度職員含む教育委員会職

員を対象に６０名分のＰＣＲ検査手数料を予定し、１，５００千円の予算

を組んでおりましたが２５０千円の補正とします。これまでの実績は３

名、７５，０００円です。そのため１，２５０千円減額です。 

同じく、節１８負担金󠄀、補助及び交付金󠄀、奨学金󠄀返還支援助成金󠄀です。

扶桑町奨学金󠄀返還支援助成交付金󠄀を実績に合わせ補正いたします。令和４

年度限りの助成交付金󠄀であり、今月末までの申請受付となっています。１

月末時点の交付、５４名２，６６７，２００円となっております。３５０

名分を見込んだ予算を立てていましたが、７４名分、３，７００千円の補

正となります。そのため、１３，８００千円の減額です。なお、不交付は

１９名でした。 

次に裏のページをご覧ください。款１０教育費、項２小学校費、目２教

育振興費、教育振興費の臨時で組んでおります、節１８負担金󠄀、補助及び

交付金󠄀、補助金󠄀です。修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等補助金󠄀です。

全小学校の修学旅行及び野外学習が実施されたことによりキャンセル料

を３，２７１千円減額するものです。 

同じく、款１０教育費、項３中学校費、目２教育振興費、教育振興費の

臨時、節１８負担金󠄀、補助金󠄀及び交付金󠄀、補助金󠄀で、これも全中学校の修

学旅行及び自然教室が実施されたことによりキャンセル料を６，４３３千

円減額するものです。学校教育課からは以上です。 

続きまして、生涯学習課からお願いします。次のページをご覧ください。

体育館に係るものです。１４節工事請負費、町民プール解体及び駐車場整

備工事費の７，３１６千円の減額です。補正の理由としましては、町民プ

ールを解体し駐車場整備へと工事を進める段階で、解体後の土壌の地盤が

弱く沈む可能性があることから、アスファルト舗装工事を取りやめ、砕石



 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導主事 

教育委員 

生涯学習課長 

敷の状態で使用することにしたため減額するものです。生涯学習課からは

以上です。 

この件につきまして、ご質問等はありますでしょうか。ないようですの

で令和５年３月補正予算についてご承認いただけますでしょうか。 

はい。 

次に（４）令和５年度予算の重点施策についてお願いします。 

別紙３をご覧ください。令和５年度予算の重点施策です。教育委員会関

係では、基本目標２「みんなで“学び育む”～次代と豊かな心を育むまち

づくり～」ということで、令和５年度ですが、教育委員会としまして重点

施策として様々な施策を計画しています。 

 機構改革の関係で、中事業等の名称でそれぞれ下の［］書きに機構改革

後の担当課が示されています。 

 学校教育課につきましては、以前より取り組んでおります地域学校協働

活動で、学校の学校運営協働協議会と生涯学習課の地域学校協働本部と協

力し合って、さらに地域とともにある学校づくりに取り組んでまいりま

す。次に学校教育課職員人件費です。先ほど教育長から説明がありました

が新規で指導主事を増員します。地域学校協働活動やいろいろ話題になっ

ています中学校部活動の地域移行という二つを柱にして、新しい課題に  

取り組んでいただきたいと思っています。次に小学校校舎大規模改造事業

費ということで、山名小学校非構造部材の耐震化改修工事と山名小学校体

育館の大規模改修工事を行います。 

 続きまして、学校給食共同調理場給食費徴収金󠄀につきまして、令和３年

度から行っております小中学校児童生徒第３子以降の学校給食費無償化

事業の継続実施をいたします。また、今年度、小中が校児童生徒の学校給

食費改定額１食２０円分につきまして、令和５年度分につきましては町が

負担します。 

 続きまして生涯学習関係に移ります。 

 山名公民館の老朽化した男子トイレの改修工事、図書館の経年劣化した

クロスの張替工事や総合体育館の更新時期を迎えるエレベーターの改修

工事、さらに文化会館の舞台吊り物󠄀設備につきまして、安全面の確保とい

うことで経年劣化に対応する機構取替工事を実施します。 

 最後に図書館ですが、２階の学習室でＷｉＦｉが利用できるようにＷｉ

Ｆｉ環境の整備を行います。 

 重点施策につきましては、以上です。 

ご質問等よろしかったでしょうか。 

地域学校協働本部についてもう少し具体的に教えていただきたい。 

今年度から、各小中学校から地域の方１名を地域学校協働活動推進員と
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指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

主幹 

 

 

指導主事 

 

教育委員 

指導主事 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して推薦していただき、その推進員と協力して学校のお手伝いをするとい

うことで地域学校協働本部を立ち上げました。今年度はスタートしたばか

りですので、各小中学校で推進員を中心にいろいろなボランティアを集め

て活動を考えています。来年度はさらに膨らませてお手伝いが出来る体制

を考えています。 

各学校に学校運営協働協議会があり委員達がいます。その中の一人が推

進員になっています。つまり各学校の学校運営協働協議会と地域学校協働

活動推進員とが連携・協働して学校づくりを推進するということです。 

ご質問等よろしかったでしょうか。ないようですので、ご承認いただけ

ますでしょうか。 

 はい。 

 続きまして、（５）後援依頼についてお願いします。 

後援依頼について、今月は１件の申請がありました。それでは①「第４

１回東海地区学校図書館研究大会（愛知大会）、第６０回愛知県学校図書

館研究大会」について説明します。［①の説明］ 以上です。 

後援依頼についてご質問はありますか。ないようですので、ご承認いた

だけますでしょうか。 

はい。 

 次に（６）当面の諸課題についてお願いいたします。 

別紙、扶桑町教育委員会２月当面の諸課題をご覧ください。 

 学校教育についてお願いします。 

新型コロナの感染状況についてです。別紙「感染状況一覧」をご覧くだ

さい。［１月の感染状況を説明］ 

卒業式のマスクの取り扱いについて、文科省が２月１０日にその発表を

受けて県から通知がありました。扶桑町では、別紙のように小中学校保護

者への通知文を配付しました。［通知文の説明］取り扱いの通知文に対し

て、教育委員会への問い合わせは特にありません。３月１３日にマスクの

取り扱いや５月８日に「５類」移行などもありますが、学校現場では混乱

をしますので４月１日、新学期より新しい流れで行きたいと思います。県

も混乱しないように基準が出されます。「５類」になればインフルエンザ

と同じような欠席扱いにもなると思います。なおインフルエンザにより扶

桑東小学校が学級閉鎖しました。インフルエンザによる学級閉鎖は久しぶ

りです。 

卒業式が、中学校は３月７日（火）、小学校は３月２０日（月）にあり

ますが、教育委員会告辞についてです。 別紙用意しました教育委員会か

らの「卒業式お祝いの言葉（案󠄀）」についてのご検討をお願いします。今

年は、皆さんご存じの車いすテニスの第一人者、国枝慎吾さんの生き方に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついてお祝いの言葉としました。［中学校、小学校それぞれについて説明］

よろしいでしょうか。（了承） お認めいただきましたので、学校へ後日

送付します。 

 次に生涯学習に移ります。 

 すべての施設でコロナ感染予防対応を緩和しました。まだマスクの着用

はありますが、公共施設利用につきましては、制限がなくなりました。 

 社会教育審議会・青少年体験活動推進協議会を２月９日実施しました。 

 また、ソフトバレー大会、ミステリーウォークが開催されます。今年は

通常開催です。 

 続きまして報告・連絡事項です。 

 愛知県市町村教育長会議が書面開催でありました。 

町村教育長研修会が２月１６日にありました。話題のところでご説明申

しあげます。 

丹葉地方教育事務協議会の幹事会が２月２１日あり、人事異動の内申が

示され、先ほど皆さんにご協議していただきました。県民の日につきまし

て、１１月２１日から２７日までの間に１日学校休業日を設けましょうと

いうことで、まだ正式通達は届いていませんが、扶桑町としては１１月２

４日を考えています。県民の日に親子で一緒に過ごそうということです

が、休暇が取れない親もみえます。１１月は行事もたくさんあり、学校現

場としては年間計画の関わりもあり悩ましいことです。 

３月１４日、事務協が岩倉市総合体育文化センターでありますが、議会

中でありますので、松山教育長職務代理者及び千田教育委員に出席してい

ただきます。いつもと違い１０時開始ですのでよろしくお願いします。 

話題として、２０２３年の教育界のキーワードについて紹介します。 

［教育資料より、以下、項目を挙げ説明。 ○子ども家庭庁の４月スター

ト ○第４期教育振興基本計画 ○質の高い教師の確保 ○通常学級に

在籍する特別に支援を必要とする児童生徒への支援 ○個別最適な学び

と協働的な学びの一体的な充実 ○「令和の日本型学校教育」を担う教師

の養成・採用・研修 ○「令和の日本型学校教育」を準備する地方教育行

政 ○給特法の見直し ○学校の部活動(休日の活動)の地域移行。 

  また、町村教育長会協議会の研修会より、「全国の教育改革の動向」に

ついての報告があり、行政説明の報告では、○教職員課より、教頭評価制

度・校長特例延長・教員採用特別選考 ○義務教育課より、研修履歴を活

用した対話に基づく受講奨励・県民の日学校ホリディー ○ＩＣＴ教育推

進課より、指導主事養成研修 ○保健体育課より、２０２２全国体力・運

動能力、運動習慣等調査結果 ○福利課より、若手の教員の心の病の対策

（心のストレスドック事業の活用）があった。また、その他として、愛知



教育大学より教育実習制度の変更依頼などの報告があった。］ 

私からは以上です。 

 

 

３ 連絡事項 

発言者 発言内容の要旨 

指導主事 

教育次長 

 

 

指導主事 

教育次長及び

各課長 

次に移りたいと思います。（１）指定外就学についてお願いします。 

別紙４をご覧ください。私立小中学校へ就学する届出がありましたの

で報告いたします。［別紙４説明］２月２４日現在、進学先、小学校１校

１名、中学校６校１６名の保護者から届出がありましたので報告します。 

続きまして（２）行事予定表についてお願いします。 

別紙５をご覧ください。［別紙５説明。生涯学習課長から、３月２２日

１０時より「扶桑町地域学校協働活動推進員会」（中央公民館）の追加］ 

 

 

４ その他 

発言者 発言の要旨 

指導主事 

 

 

４ その他ございますか。ないようですので、以上で２月定例教育委員

会を閉会します。  

 

 


